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検査内容変更のお知らせ 
 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り 

厚くお礼申し上げます。 

この度、下記項目におきまして、検査委託先（株式会社エスアールエル）より検査内容 

変更の連絡がございましたので、ご案内いたします。 

ご利用の先生方には何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 

謹白 

 

 

記 
 

■ 対象項目および変更日 

【変更日】 ２０２６年 ５月 ３０日（土）ご依頼分より 

項目コード 検査項目 
検査案内 

掲載頁 

４２９３ 抗ミュラー管ホルモン（ＡＭＨ） 〔ＣＬＥＩＡ〕 Ｐ２２ 

※変更内容詳細は２頁目をご参照ください。 

 

以上 

 

 

検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当 

または学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。ＴＥＬ：０７５‐６３１‐６２３０ 
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■ 変更内容詳細 

２０２６年（令和８年）診療報酬改定において、抗ミュラー管ホルモン（ＡＭＨ）に「多嚢胞性卵巣症候群（ＰＣＯＳ）」
が適用拡大されます。それに伴い「多嚢胞性卵巣症候群（ＰＣＯＳ）」のカットオフ値を追加し、臨床意義の変更
をいたします。 

変更内容 新 現 

基準値 

女性 

２２～２５歳：０.２８～８.０１ 

２６～３０歳：０.２９～１２.２ 

３１～３５歳：０.０７～１０.０ 

３６～４０歳：９.２３以下 

４１～４５歳：４.４８以下 

 

多嚢胞性卵巣症候群（ＰＣＯＳ）カットオフ値 

女性 

２０～２９歳：４.４０ 

３０～３９歳：３.１０ 

※「多囊胞性卵巣症候群に関する全国症例調

査の結果と本邦における新しい診断基準（２０２

４）」によるカットオフ値です。 

女性 

２２～２５歳：０.２８～８.０１ 

２６～３０歳：０.２９～１２.２ 

３１～３５歳：０.０７～１０.０ 

３６～４０歳：９.２３以下 

４１～４５歳：４.４８以下 

算定条件 

「抗ミュラー管ホルモン（ＡＭＨ）」は、不妊症の患

者に対して、卵巣の機能の評価及び治療方針の

決定を目的として、血清又は血漿を検体としてＥＩ

Ａ法、ＣＬＥＩＡ法、ＥＣＬＩＡ法又はＣＬＩＡ法により測

定した場合に、６月に１回に限り算定できる。ま

た、多嚢胞性卵巣症候群が疑われる患者であっ

て、超音波検査では診断が困難な患者に対し

て、多嚢胞性卵巣症候群の診断の補助を目的と

して、上記の方法により測定した場合に、診断時

に１回に限り算定できる。 

「抗ミュラー管ホルモン（ＡＭＨ）」は、不妊症の患

者に対して、卵巣の機能の評価及び治療方針

の決定を目的として、血清又は血漿を検体とし

てＥＩＡ法、ＣＬＥＩＡ法、ＥＣＬＩＡ法又はＣＬＩＡ法に

より測定した場合に、６月に１回に限り算定でき

る。 

臨床意義 

抗ミュラー管ホルモン（ＡＭＨ）は、卵巣内の前胞

状卵胞および小胞状卵胞の顆粒膜細胞から分

泌され、卵胞のリクルートメントや発育を調節す

るホルモンです。ＡＭＨは加齢とともに低下し、卵

巣内の卵胞数をよく反映することから、卵巣予備

能を評価する有用な指標として、卵巣機能評価

や将来的な妊孕性の推定、さらに生殖補助医療

（ＡＲＴ）における卵巣刺激反応性の予測に広く

用いられています。 

また、多嚢胞性卵巣症候群（ＰＣＯＳ）の診断基

準が改正され、ＡＭＨは多嚢胞卵巣所見を表す

生化学的指標として有用であるとしてカットオフ

値が設定されました。ＰＣＯＳが疑われる患者で

超音波検査による診断が困難な場合、ＰＣＯＳの

診断補助を目的として用いることが可能です。 

抗ミュラー管ホルモン （ＡＭＨ） は、女性にお

いて卵巣の前胞状卵胞および小胞状卵胞の顆

粒膜細胞から分泌され、卵胞のリクルートメント

と発育を調節している。生後および思春期前ま

では血中ＡＭＨ濃度は低く、思春期を迎えると上

昇し始め２０～２５歳をピークに上昇を続ける。

その後、加齢に伴い徐々に減少し、閉経を迎え

る頃には検出されなくなる。 

血中ＡＭＨ濃度は前胞状卵胞と小胞状卵胞の

数を反映するといわれていることから、卵巣予備

能の直接的な指標とされている。 
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